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茨城県生涯学習推進指針（令和８年度～令和 11年度） 概要版 
 

１ 策定の趣旨 

県民一人一人が生涯を通じて意欲的に、そして楽しく学び続ける社会を築くことを目指し、学びを支える仕

組みを整え、社会全体で取組を推進していくために策定するもの。 

 

２ 位置付け 

「茨城県生涯学習推進指針」は、県政運営の基本方針である茨城県総合計画を補完するものであり、本県生

涯学習の目指すべき方向性とその実現に向けての取組を示すものとして位置付ける。 

 

３ 推進期間  令和８年度から令和11年度までの４年間 

 

４ 内容 

（1）構成 

「茨城県生涯学習推進指針（令和４年度～令和７年度）」の体系に基づき、「施策の方向性」「主な実施主体」

「主な施策・取組」「10年後に目指す姿」等を示すもの。 

（2）テーマ及び体系図 

 

 

ウェルビーイングの向上につながる生涯学習 ～人づくり･つながりづくり･地域づくりにNEXT
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（3）重点方策 

＜人づくり＞ 基本的方策２ 具体的方策(5)「お互いを尊重し合うダイバーシティ社会の推進」 

  ○ダイバーシティ社会の構築の推進  ○障害者の生涯学習の推進 

○人権課題の正しい理解と意識啓発の推進 

 

＜つながりづくり・地域づくり＞ 基本的方策３ 具体的方策(5)「持続可能な地域コミュニティ形成の推進」 

 ○現代的課題・地域課題に主体的に関わる体制づくりの支援  ○地域活性化に係る新たなネットワークの創出 

 ○社会教育人材の活躍促進  ○生涯学習ボランティア活動の活性化 

 

 

 

具体的方策 具体的方策 具体的方策 具体的方策 
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